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星
野
昌
裕
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

星
野
昌
裕
君
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
現
代
中

国
政
治
と
少
数
民
族
問
題
│
民
族
区
域
自
治
制
度
に
よ
る
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
社
会
の
国
家
統
合
」
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序

章

第

章

中
国
共
産
党
に
よ
る
少
数
民
族
地
域
統
合
の
前
史
│
│
一
九

1

二
一
年
〜
一
九
四
五
年

第

章

中
国
共
産
党
に
よ
る
少
数
民
族
地
域
の
統
合
過
程
│
│
一
九

2

四
五
年
〜
一
九
四
七
年

第

章

少
数
民
族
集
居
地
域
に
お
け
る
中
国
共
産
党
の
権
力
掌
握
過

3

程
│
│
一
九
四
七
年
〜
一
九
四
九
年

第

章

民
族
区
域
自
治
制
度
の
制
定
と
少
数
民
族
地
域
の
民
族
自
治

4

地
方
化
│
│
一
九
四
九
年
〜
一
九
六
六
年

第

章

文
化
大
革
命
期
の
民
族
自
治
地
方
に
お
け
る
政
治
体
制
の
変

5

容
と
国
家
統
合
│
│
一
九
六
六
年
〜
一
九
七
八
年

第

章

民
族
区
域
自
治
の
法
制
化
と
民
族
問
題
の
敵
対
矛
盾
化
│
│

6

一
九
七
八
年
〜
一
九
八
九
年

第

章

民
族
問
題
の
グ
ロ
ー
バ
ル
イ
シ
ュ
ー
化
と
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
イ

7

シ
ュ
ー
化
│
│
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
少
数
民
族
在
外
運

動
組
織

第

章

民
族
問
題
の
構
造
変
動
と
民
族
区
域
自
治
制
度
の
限
界

8
終

章

㈠

中
国
は
多
民
族
国
家
で
あ
る
。
中
国
に
は
現
在
、
漢
族
以
外
に
五

五
の
少
数
民
族
が
存
在
し
て
い
る
。
中
国
の
人
口
は
現
在
約
一
三
億

人
、
少
数
民
族
は
そ
の
う
ち
の
八
〜
九
％
程
度
を
占
め
る
。
漢
族
が

圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
が
、
少
数
民
族
だ
け
で
も
優
に
一
億
人
を
超

え
て
い
る
。
中
国
で
は
民
族
区
域
自
治
制
度
が
採
ら
れ
て
お
り
、
少

数
民
族
は
中
央
政
府
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
一
定
の
区
域
に
集
住
す
る

こ
と
で
公
式
上
で
は
一
定
の
「
自
治
」
を
享
受
し
、
文
字
・
言
語
の

使
用
、
財
産
の
管
理
な
ど
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
制
度
の
も
と
で
、
中
国
に
は
内
モ
ン
ゴ
ル
（
内
蒙
古
）
自
治
区
、

広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治

区
、
寧
夏
回
族
自
治
区
の
五
大
自
治
区
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ

よ
り
小
さ
な
行
政
単
位
と
し
て
自
治
州
・
自
治
県
な
ど
が
お
か
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
民
族
自
治
地
方
だ
け
で
中
国
の
国
土
面
積
の
六
四

％
を
占
め
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
各
自
治
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区
だ
け
で
、
国
土
面
積
の
四
〇
％
を
占
め
る
。

し
た
が
っ
て
中
華
人
民
共
和
国
の
国
家
統
合
を
考
え
た
場
合
、
少

数
民
族
政
策
は
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
は
す
で
に
少
数
民
族
の
統
治
に
関
し
て
現
実

に
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
中
心

的
役
割
を
担
う
べ
き
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
は
一
九
五
九
年
国
外
に

亡
命
し
、
八
九
年
に
は
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト

で
は
独
立
や
自
治
を
求
め
る
抵
抗
運
動
が
し
ば
し
ば
発
生
し
て
い
る

し
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
も
頻
繁
に
抗
議
運
動
や
暴
動
が
発
生

し
て
い
る
。
中
国
に
お
け
る
少
数
民
族
問
題
の
本
質
と
は
何
か
を
考

え
る
場
合
、
中
国
共
産
党
お
よ
び
そ
れ
に
先
ん
じ
た
国
民
党
の
少
数

民
族
政
策
を
歴
史
的
、
実
証
的
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
星
野
昌

裕
君
は
長
年
に
わ
た
り
、
中
国
共
産
党
の
少
数
民
族
政
策
を
歴
史
的
、

実
証
的
に
研
究
し
て
き
た
。
本
論
文
は
こ
れ
ま
で
星
野
君
が
積
み
重

ね
て
き
た
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
。

星
野
君
の
研
究
の
視
点
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
論
文
は
、

「
中
国
の
民
族
政
策
を
近
現
代
史
の
長
期
的
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
な
か

か
ら
そ
の
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
国
際
関
係
の
視
座

を
も
一
部
導
入
し
つ
つ
、
国
家
統
合
と
政
治
体
制
の
観
点
か
ら
現
代

中
国
の
民
族
問
題
の
実
相
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
」。

確
か
に
同
君
も
い
う
よ
う
に
、
従
来
、
中
国
の
少
数
民
族
研
究
は
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
文
化
人
類
学
や
社
会
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
中

心
で
あ
り
、
中
国
共
産
党
の
一
党
支
配
体
制
と
の
関
係
で
正
面
か
ら

取
り
上
げ
る
研
究
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
視

角
か
ら
な
さ
れ
る
研
究
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け
中

国
は
今
後
、
ま
す
ま
す
政
治
改
革
や
民
主
化
の
問
題
と
向
き
合
う
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
だ
け
に
、
社
会
の
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
か
ら
の
訴
え
や
要
求
へ
の
中
国
共
産
党
の
対
応
の
研
究
は
い
っ

そ
う
重
要
性
を
帯
び
る
で
あ
ろ
う
。
少
数
民
族
問
題
自
体
が
発
生
源

に
な
ら
な
く
と
も
、
政
治
改
革
や
民
主
化
の
動
き
が
連
動
作
用
を
も

た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
れ
は
ソ
連
の
経

験
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
星
野
君
の
研
究
者
と

し
て
の
長
年
の
本
テ
ー
マ
に
対
す
る
挑
戦
は
学
界
の
な
か
で
も
き
わ

め
て
貴
重
で
あ
り
、
現
実
に
こ
の
分
野
に
お
け
る
日
本
人
研
究
者
の

若
手
の
リ
ー
ダ
ー
と
も
な
っ
て
い
る
。

星
野
君
の
研
究
は
、
中
国
共
産
党
の
少
数
民
族
政
策
を
全
体
と
し

て
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
な
事
例
研
究
を
積
み
重
ね

て
い
る
こ
と
が
星
野
君
の
論
文
に
厚
み
を
加
え
て
い
る
。
彼
の
分
析

事
例
の
多
く
は
内
モ
ン
ゴ
ル
で
あ
る
。
一
三
世
紀
の
ア
ジ
ア
に
巨
大

な
帝
国
（
元
）
を
樹
立
し
、
一
時
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
制
覇
す
る
ま
で

に
膨
張
し
た
モ
ン
ゴ
ル
は
、
二
〇
世
紀
以
降
は
内
部
の
部
族
間
対
立

と
そ
れ
に
乗
じ
た
列
強
の
政
策
も
あ
り
、
外
モ
ン
ゴ
ル
と
内
モ
ン
ゴ
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ル
に
分
裂
し
、
一
九
二
〇
年
代
に
外
モ
ン
ゴ
ル
は
ソ
連
の
影
響
を
強

く
受
け
た
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
と
し
て
成
立
し
た
。
そ
の
後
、
内

モ
ン
ゴ
ル
は
一
部
日
本
の
影
響
下
に
お
ち
た
こ
と
も
あ
る
が
、
行
政

上
で
は
中
華
民
国
・
国
民
党
の
影
響
が
及
ん
だ
。
四
七
年
に
は
中
国

共
産
党
の
支
援
を
受
け
て
日
本
に
抵
抗
し
た
モ
ン
ゴ
ル
族
の
ウ
ラ
ン

フ
が
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
政
府
を
成
立
さ
せ
た
。
つ
ま
り
内
モ
ン
ゴ
ル

で
は
中
国
共
産
党
が
政
権
を
獲
得
す
る
一
九
四
九
年
ま
で
に
す
で
に

権
力
を
樹
立
し
て
お
り
、
星
野
君
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の

政
策
を
歴
史
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
、
中
国
共
産
党
の
少
数
民
族
政

策
の
原
型
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。

㈡

本
論
文
の
論
旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
章
に
お
い
て
は
、
前
述
の
問
題
提
起
の
あ
と
に
、
先
行
研
究
が

日
本
語
の
文
献
を
中
心
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
星
野
君
に
よ
れ
ば
、

中
国
の
少
数
民
族
研
究
は
冷
戦
終
結
以
後
、
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
。

冷
戦
後
の
世
界
に
お
い
て
民
族
紛
争
が
噴
出
し
た
こ
と
と
新
資
料
の

出
現
が
そ
の
大
き
な
要
素
で
あ
り
、
同
時
に
一
定
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
も
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
星
野
君
に
よ
れ
ば
、

従
来
の
研
究
で
は
チ
ベ
ッ
ト
や
ウ
イ
グ
ル
に
関
す
る
文
化
人
類
学
・

社
会
学
的
研
究
が
多
か
っ
た
の
に
比
べ
、
内
モ
ン
ゴ
ル
を
ケ
ー
ス
に

中
国
の
少
数
民
族
政
策
を
取
り
上
げ
た
も
の
、
と
り
わ
け
政
治
体
制

や
国
際
関
係
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

第

章
か
ら
第

章
ま
で
は
中
国
共
産
党
の
結
党
か
ら
中
華
人
民

1

3

共
和
国
の
建
国
ま
で
（
一
九
二
一
年
〜
一
九
四
九
年
）、
第

章
と

4

第

章
は
中
華
人
民
共
和
国
の
毛
沢
東
時
期
（
一
九
四
九
年
〜
一
九

5
七
八
年
）、
第

章
か
ら
第

章
ま
で
は
現
在
に
至
る
ま
で
の
改

6

8

革
・
開
放
時
期
（
一
九
七
八
年
〜
現
在
）
を
扱
っ
て
い
る
。
以
下
に

お
い
て
は
、
各
章
ご
と
の
要
旨
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

第

章
は
党
が
創
立
さ
れ
た
一
九
二
一
年
か
ら
四
五
年
ま
で
の
革

1

命
期
に
お
け
る
中
国
共
産
党
の
内
モ
ン
ゴ
ル
に
対
す
る
政
策
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
星
野
君
に
よ
れ
ば
、
中
国
共
産
党
は
創
立
当
初
、
少

数
民
族
の
自
決
権
を
認
め
、
中
華
連
邦
共
和
国
の
可
能
性
を
主
張
し

て
い
た
。
そ
し
て
内
モ
ン
ゴ
ル
に
対
し
て
も
基
本
的
に
同
様
の
立
場

を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
抗
日
戦
争
に
突
入
す
る
三
七
年
に
な
る
と
、

漢
族
以
外
の
民
族
自
決
権
や
分
離
独
立
権
を
否
定
す
る
立
場
に
変
わ

っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
内
モ
ン
ゴ
ル
綏
遠
地
方
を
支
配
し
て

い
た
漢
族
軍
閥
の
傅
作
儀
が
抗
日
を
展
開
す
る
状
況
の
な
か
で
、
自

決
や
分
離
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一

方
、
二
〇
年
代
以
降
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
は
東
蒙
と
西
蒙
の
両
地
域
に

お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
運
動
グ
ル
ー
プ
が
活
動
し
て
い
た
が
、
そ

の
中
心
に
あ
っ
た
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
は
ソ
連
や
モ
ン
ゴ
ル
人
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民
共
和
国
と
の
連
携
を
強
め
、
中
国
国
民
党
お
よ
び
中
国
共
産
党
と

は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た
。

第

章
で
扱
う
一
九
四
五
年
か
ら
四
七
年
の
段
階
で
は
、
こ
の
よ

2

う
な
構
図
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
、
中
国
共
産
党
が
内
モ
ン
ゴ
ル

に
お
け
る
優
位
性
を
確
保
し
て
い
く
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第

二
次
世
界
大
戦
終
結
前
夜
の
四
五
年
四
月
、
毛
沢
東
は
新
政
権
構
想

と
し
て
「
連
合
政
府
論
」
を
発
表
し
た
。
こ
の
な
か
で
毛
沢
東
は
、

統
一
戦
線
を
形
成
す
る
た
め
の
呼
び
水
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

「
中
華
民
主
共
和
国
連
邦
」
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
（
後
に
こ

の
部
分
は
削
除
さ
れ
た
）。
し
か
し
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
そ
の
後

の
中
国
共
産
党
の
実
際
の
行
動
は
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
は
ソ
連
に
期
待
を
寄
せ
た
が
、
現
実
の
国

際
関
係
は
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
独
立
承
認
と
引
き
換
え
に
内
モ

ン
ゴ
ル
を
外
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
中
国

共
産
党
の
影
響
力
が
増
大
し
、
共
産
党
員
の
ウ
ラ
ン
フ
（
モ
ン
ゴ
ル

族
）
を
中
心
に
一
九
四
七
年
五
月
に
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
政
府
が
結
成

さ
れ
た
。
そ
の
際
、
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
は
解
消
さ
れ
、
内
モ

ン
ゴ
ル
共
産
党
工
作
委
員
会
に
改
組
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
ま

だ
中
国
共
産
党
の
名
称
は
冠
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
分
だ
け
ま
だ
中

国
共
産
党
の
影
響
力
は
限
定
的
で
あ
っ
た
。

第

章
で
は
一
九
四
七
年
か
ら
建
国
の
四
九
年
ま
で
の
段
階
に
お

3

い
て
、
い
か
に
内
モ
ン
ゴ
ル
に
中
国
共
産
党
の
組
織
が
浸
透
し
、
実

質
的
に
「
民
族
自
治
」
が
形
骸
化
し
て
い
っ
た
か
が
描
か
れ
て
い
る
。

星
野
君
は
本
章
の
な
か
で
、
中
国
共
産
党
は
ま
ず
内
モ
ン
ゴ
ル
の
漢

族
集
住
地
区
で
牧
地
改
革
（
土
地
改
革
）
を
進
め
、
モ
ン
ゴ
ル
族
集

住
地
域
で
は
穏
健
な
改
革
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
現
実

に
は
そ
れ
が
急
進
化
し
、
共
産
党
の
組
織
化
と
党
員
増
加
も
見
ら
れ

た
と
論
ず
る
。
四
九
年
一
二
月
に
は
内
モ
ン
ゴ
ル
共
産
党
工
作
委
員

会
は
解
消
さ
れ
、
代
わ
っ
て
中
国
共
産
党
中
央
内
モ
ン
ゴ
ル
分
局
が

成
立
し
た
。
牧
地
改
革
の
結
果
、
旧
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
系
の

人
々
の
経
済
的
基
盤
は
弱
体
化
し
、
ま
た
内
モ
ン
ゴ
ル
共
産
党
工
作

委
員
会
の
廃
止
は
旧
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
系
の
指
導
者
の
後
退
を

意
味
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
早
く
も
建
国
前
か

ら
実
質
的
に
「
中
華
民
主
共
和
国
連
邦
」
の
夢
は
打
ち
砕
か
れ
て
い

た
。

㈢

第

章
以
降
は
中
華
人
民
共
和
国
期
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
第

4
章
は
一
九
四
九
年
か
ら
六
六
年
ま
で
の
期
間
の
少
数
民
族
政
策
を
、

4「
民
族
区
域
自
治
制
度
」
の
成
立
と
そ
の
展
開
を
軸
に
解
明
し
て
い

る
。
星
野
君
に
よ
れ
ば
、「
民
族
区
域
自
治
制
度
と
は
、
民
族
自
治

地
方
の
『
少
数
民
族
を
優
遇
す
る
民
族
自
治
』
と
い
う
理
念
と
、
民
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族
自
治
地
方
内
で
漢
族
を
含
む
『
各
民
族
を
平
等
に
扱
う
区
域
自

治
』
と
い
う
理
念
を
融
合
し
た
統
治
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
っ
た
。
そ
う

で
あ
る
が
ゆ
え
に
実
際
に
は
こ
の
二
つ
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
困
難

で
、
反
右
派
闘
争
や
大
躍
進
と
い
っ
た
政
治
状
況
に
大
き
な
影
響
を

受
け
つ
つ
民
族
問
題
が
階
級
闘
争
と
融
合
し
、「
民
族
自
治
」
よ
り

も
「
区
域
自
治
」
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第

章
で
は
文
化
大
革
命
期
の
少
数
民
族
問
題
が
再
び
内
モ
ン
ゴ

5

ル
を
舞
台
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
文
革
は
い
う
ま
で
な
く
中
央
に
お

け
る
毛
沢
東
と
劉
少
奇
の
間
の
権
力
闘
争
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
い

っ
た
ん
地
方
に
波
及
す
る
と
暴
走
を
始
め
た
。
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け

る
文
革
は
、
旧
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
の
残
党
が
「
新
内
モ
ン
ゴ

ル
人
民
革
命
党
」
を
地
下
で
形
成
し
て
い
る
と
の
一
方
的
な
解
釈
に

よ
り
、
多
く
の
モ
ン
ゴ
ル
族
が
冤
罪
を
受
け
る
事
件
と
な
っ
た
（
内

人
党
事
件
）。
こ
れ
に
よ
り
一
万
数
千
人
の
モ
ン
ゴ
ル
族
が
犠
牲
者

に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
文
革
の
な
か
で
建
国
以
来
内
モ
ン
ゴ
ル

の
党
第
一
書
記
を
務
め
た
ウ
ラ
ン
フ
は
解
任
さ
れ
、
改
革
開
放
以
後

今
日
に
い
た
る
ま
で
、
最
高
ポ
ス
ト
の
内
モ
ン
ゴ
ル
党
書
記
に
は
漢

族
が
、
内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
政
府
主
席
に
は
モ
ン
ゴ
ル
族
が
就
任
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
文
革
以
後
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
対
す
る
党
の

指
導
は
強
化
さ
れ
た
。

第

章
は
一
九
八
〇
年
代
の
改
革
開
放
期
に
お
け
る
中
国
共
産
党

6

の
民
族
政
策
の
展
開
と
そ
の
揺
れ
を
中
心
に
扱
っ
て
い
る
。
八
二
年

に
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
八
四
年
に
は
「
民
族
区
域
自
治
法
」
が
制

定
さ
れ
、
全
体
に
少
数
民
族
の
自
治
権
や
諸
権
利
を
法
的
に
保
障
し

よ
う
と
す
る
穏
健
な
方
向
が
模
索
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
比
較

的
穏
健
な
政
策
は
、
少
数
民
族
地
域
で
の
異
議
申
し
立
て
の
頻
発
を

も
た
ら
す
結
果
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
が
と
り
わ
け
激
し
か
っ
た
の
が
、

八
〇
年
代
末
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
と
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
で
あ
っ

た
。
穏
健
な
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
少
数
民

族
の
不
満
が
高
ま
っ
た
の
は
、
い
か
に
中
央
が
寛
容
な
政
策
を
出
し

た
と
し
て
も
、
現
場
で
は
少
数
民
族
軽
視
と
党
指
導
の
強
化
が
行
わ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
中
国
共

産
党
に
よ
り
「
敵
対
性
矛
盾
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
一
四
世
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
受
賞
な
ど
に
よ
っ
て
「
国
際

化
」
し
て
い
っ
た
。
星
野
君
に
よ
れ
ば
、
八
九
年
の
天
安
門
事
件
は

穏
健
な
少
数
民
族
政
策
の
終
焉
を
意
味
し
た
。

第

章
は
他
の
章
と
趣
を
異
に
し
、
世
界
に
散
在
す
る
中
国
の
少

7

数
民
族
運
動
の
活
動
実
態
に
光
を
当
て
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は

中
国
の
少
数
民
族
運
動
の
「
国
際
化
」
の
側
面
を
照
射
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
中
国
の
指
導
者
た
ち
は
、
国
内
の
民
族
問
題
が
「
国
際

化
」
す
る
こ
と
を
非
常
に
警
戒
し
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
問
題
が
国
際

社
会
の
舞
台
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
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あ
る
。
ま
た
中
国
政
府
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
の
独
立
運
動
組
織
（
東
ト

ル
キ
ス
タ
ン
独
立
運
動
）
に
対
す
る
警
戒
心
も
強
く
、
二
〇
〇
一
年

の
九
・
一
一
以
後
は
ア
メ
リ
カ
と
も
「
反
テ
ロ
」
の
観
点
か
ら
一
部

協
力
を
模
索
し
て
い
る
。
し
か
し
著
者
に
よ
れ
ば
、
ウ
イ
グ
ル
の
在

外
組
織
は
ま
す
ま
す
ア
メ
リ
カ
に
居
を
構
え
る
傾
向
も
出
て
き
て
い

る
と
い
う
。

第

章
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
時
期
の
少
数
民
族

8

問
題
を
全
般
的
に
俯
瞰
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
星
野
君
は
、
九
〇

年
代
以
降
の
経
済
成
長
を
背
景
に
し
た
中
華
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃

興
と
伸
長
の
な
か
で
、
中
国
共
産
党
は
「
中
華
」
概
念
を
駆
使
す
る

こ
と
で
漢
語
教
育
の
普
及
や
一
人
っ
子
政
策
の
緩
和
見
直
し
な
ど
を

通
じ
て
漢
族
と
少
数
民
族
と
の
融
合
を
は
か
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国

家
統
合
の
強
化
を
目
指
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
現
実
に
、
こ

う
し
た
地
域
へ
の
漢
族
の
移
住
推
進
、
軍
や
人
民
武
装
警
察
部
隊
の

増
強
な
ど
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
要
す
る
に
、
今
後
中
国
共
産
党
が

少
数
民
族
を
手
厚
く
優
遇
す
る
可
能
性
は
ま
す
ま
す
小
さ
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
。

終
章
で
は
本
論
文
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
政
治
体
制
の
行
方
と

も
関
連
す
る
「
中
国
の
民
族
問
題
は
、
東
ア
ジ
ア
の
地
域
秩
序
が
変

容
す
る
問
題
と
連
動
す
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
の
文

章
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

㈣

本
論
文
の
評
価
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
本
論
文
は
中
国
共
産
党
に
よ
る
少
数
民
族
地
域
の
統
合

プ
ロ
セ
ス
の
歴
史
的
経
緯
を
丁
寧
に
跡
付
け
た
労
作
で
あ
る
。
中
国

共
産
党
は
結
党
以
来
、
公
式
に
は
民
族
自
決
や
民
族
自
治
を
掲
げ
、

少
数
民
族
に
対
す
る
一
定
の
配
慮
を
示
し
た
。
ま
た
一
九
四
五
年
に

は
毛
沢
東
で
す
ら
「
中
華
民
主
共
和
国
連
邦
」
の
可
能
性
を
示
唆
す

る
こ
と
で
、
民
族
問
題
に
対
す
る
融
和
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。

し
か
し
そ
れ
は
表
面
上
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
は
統
合
の
論
理
を

優
先
さ
せ
た
。
中
華
人
民
共
和
国
建
国
以
後
も
中
国
共
産
党
は
時
折

少
数
民
族
優
遇
策
を
打
ち
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
現
場
で
は
漢
族

の
優
位
性
が
顕
著
と
な
り
、
融
和
よ
り
も
統
合
が
優
先
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
融
和
策
は
か
え
っ
て
少
数
民
族
側
か
ら
の
抵
抗
を
誘
発
し
、
そ

れ
ゆ
え
に
引
き
締
め
が
強
化
さ
れ
る
事
態
を
招
い
た
。
本
論
文
は
一

貫
し
て
中
国
共
産
党
の
政
策
的
観
点
か
ら
、
少
数
民
族
問
題
に
対
す

る
そ
の
主
張
と
現
実
の
行
動
と
の
間
の
矛
盾
を
立
体
的
に
描
き
出
し

て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
星
野
君
が
中
国
共
産
党
の
民
族
区

域
自
治
制
度
に
関
す
る
歴
史
的
な
紆
余
曲
折
を
丁
寧
に
跡
付
け
る
こ

と
で
、「
民
族
自
治
」
よ
り
も
「
区
域
自
治
」
を
最
終
的
に
優
先
さ

せ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
が
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
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に
し
た
点
で
あ
る
。

第
二
に
、
本
論
文
は
中
国
の
民
族
問
題
を
主
と
し
て
内
モ
ン
ゴ
ル

を
事
例
に
取
り
上
げ
て
お
り
、
実
質
的
に
内
モ
ン
ゴ
ル
政
治
史
と
し

て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
星
野
君
も
い
う
よ
う
に
、
内
モ
ン
ゴ
ル

で
は
建
国
以
前
か
ら
中
国
共
産
党
が
実
質
的
に
最
も
大
き
な
影
響
力

を
有
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
彼
ら
の
民
族
政
策
の
原
点
を
見
る
の

に
内
モ
ン
ゴ
ル
は
最
良
の
事
例
研
究
の
場
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
チ
ベ

ッ
ト
や
新
疆
ウ
イ
グ
ル
に
関
す
る
少
数
民
族
政
策
研
究
は
比
較
的
多

か
っ
た
が
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
関
す
る
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
包
括
的
な
中

国
共
産
党
の
民
族
政
策
研
究
は
本
邦
初
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

世
界
に
目
を
広
げ
て
も
、
こ
の
分
野
の
学
術
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
星
野
君
が
中
国
共
産
党
の
民
族
政
策
の
事
例
を

内
モ
ン
ゴ
ル
に
絞
っ
た
点
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
に
、
本
論
文
に
は
テ
ー
マ
に
対
す
る
深
み
と
広
が
り
が
程
良

く
配
合
さ
れ
て
い
る
。
深
み
と
は
そ
の
実
証
性
で
あ
る
。
本
論
文
は

内
モ
ン
ゴ
ル
の
歴
史
的
統
合
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
に
関
す
る
本
邦
初
の

試
み
と
も
い
え
る
が
、
特
に
建
国
以
前
の
内
モ
ン
ゴ
ル
内
部
の
複
雑

な
政
治
グ
ル
ー
プ
間
の
や
り
と
り
と
中
国
共
産
党
の
政
策
的
介
入
を

論
じ
た
部
分
は
（
第

章
〜
第

章
）、
新
た
に
発
掘
さ
れ
た
も
の

1

3

を
含
む
多
く
の
資
料
に
も
と
づ
い
た
秀
逸
な
実
証
研
究
で
あ
り
、
星

野
君
の
分
析
能
力
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
広
が
り
と
は
内
モ
ン
ゴ

ル
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
や
新
疆
ウ
イ
グ
ル
の
状
況
な
ど

を
比
較
論
的
に
導
入
す
る
こ
と
で
中
国
の
少
数
民
族
政
策
を
全
体
と

し
て
描
い
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
同
時
に
星
野
君
が
本
論
文
の
な
か

で
、
中
国
の
民
族
問
題
を
国
際
的
視
座
か
ら
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る

姿
勢
を
一
貫
し
て
保
ち
続
け
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

本
論
文
に
は
ま
た
い
く
つ
か
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
記

し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
先
行
研
究
と
の
比
較
に
お
け
る
本
論
文
の
位
置
づ
け
に
関

す
る
点
で
あ
る
。
序
章
に
お
い
て
星
野
君
は
特
に
日
本
に
お
け
る
関

連
の
先
行
業
績
を
多
く
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
と
の
差
別
化

が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
同
君
は
本
研
究

の
方
法
論
と
し
て
「
政
治
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
地
域
研
究
、
国
際
関

係
論
の
各
分
野
を
学
際
的
に
駆
使
」
す
る
と
し
て
い
る
が
、
モ
ン
ゴ

ル
語
や
ロ
シ
ア
語
が
使
い
こ
な
せ
な
い
以
上
、
本
研
究
は
や
は
り
中

国
共
産
党
の
民
族
政
策
を
内
モ
ン
ゴ
ル
を
事
例
に
解
明
し
た
政
治
史

研
究
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
国
際
環
境
か
ら
の
入
力
を

分
析
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
は
よ
い
が
、
記
述
が
や
や

ま
ば
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
程
度
ま
で
中
国
共
産
党
の
民
族
政

策
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
に
く
い
。

第
二
は
本
論
文
の
全
体
の
記
述
の
運
び
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。

議
論
の
中
軸
は
中
国
共
産
党
の
対
内
モ
ン
ゴ
ル
政
策
だ
が
、
そ
れ
が

法学研究 84 巻 10 号（2011：10）

176



中
華
人
民
共
和
国
建
国
以
前
に
関
し
て
は
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る

が
、
建
国
後
に
関
し
て
は
文
化
大
革
命
期
を
除
い
て
中
国
共
産
党
の

全
般
的
な
民
族
政
策
か
、
も
し
く
は
チ
ベ
ッ
ト
や
新
疆
ウ
イ
グ
ル
の

問
題
に
傾
斜
し
が
ち
で
あ
る
。
星
野
君
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
も

ち
ろ
ん
内
モ
ン
ゴ
ル
は
建
国
以
前
に
す
で
に
中
国
共
産
党
に
よ
る
政

治
統
合
が
大
幅
に
進
ん
で
お
り
、
建
国
後
は
モ
ン
ゴ
ル
族
側
か
ら
の

主
体
的
な
異
議
申
し
立
て
は
激
減
し
た
。
し
か
し
本
論
文
の
全
体
の

流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
建
国
後
の
内
モ
ン
ゴ
ル
に
対
す
る
政
策
の
記
述

と
分
析
が
も
う
少
し
欲
し
か
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
課
題
は
も
と
よ
り
本
論
文
の
学
界

に
お
け
る
大
き
な
意
義
を
い
さ
さ
か
も
失
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ

ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
今
後
の
研
究
の
な
か
で
、
そ
し
て
著

書
と
し
て
出
版
す
る
際
に
十
分
に
配
慮
さ
れ
る
と
確
信
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
審
査
員
一
同
は
、
本
論
文
が
中
国
共
産
党
の

少
数
民
族
政
策
の
歴
史
と
課
題
を
実
証
的
に
解
明
し
た
き
わ
め
て
優

れ
た
学
術
研
究
で
あ
る
と
判
断
し
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
星
野
昌
裕
君

の
業
績
が
博
士
学
位
（
法
学
、
慶
應
義
塾
大
学
）
を
授
与
す
る
に
値

す
る
十
分
な
学
識
を
示
し
た
内
容
で
あ
る
と
高
く
評
価
す
る
も
の
で

あ
る
。二

〇
一
一
年
九
月
二
〇
日

主
査

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員

法
学
博
士

国
分

良
成

副
査

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
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